
川崎市交通局規程第３２号 

 川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一部を

改正する規程を次のように定める。 

  令和７年１１月２８日 

川崎市交通事業管理者          

交通局長 水 澤 邦 紀     

 

   川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一

部を改正する規程 

 川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程（昭和３

８年交通局規程第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１

００分の７０」を「１００分の７２．５」に改める。 

 第４条の３第１項第１号中「１００分の１１８．５」を「１００分の１２１

」に、「１００分の２１０」を「１００分の２１５」に改め、同項第２号中「

１００分の１１１」を「１００分の１１３．５」に、「１００分の１１８．５

」を「１００分の１２１」に改め、同項第３号中「１００分の１０３．５」を

「１００分の１０６」に改め、同項第４号中「１００分の９７．５」を「１０

０分の１００」に改める。 

 第４条の４第１項第１号中「１００分の５２．５」を「１００分の５５」に

改め、同項第２号中「１００分の５０」を「１００分の５２．５」に改め、同

項第３号中「１００分の４７．５」を「１００分の５０」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和７年１２月１日から施行する。 


